
１１１１　　　　総括総括総括総括

 (1) 人件費(1) 人件費(1) 人件費(1) 人件費のののの状況状況状況状況（25（25（25（25年度普通会計決算年度普通会計決算年度普通会計決算年度普通会計決算））））

 (2) 職員給与費(2) 職員給与費(2) 職員給与費(2) 職員給与費のののの状況状況状況状況（25（25（25（25年度普通会計決算年度普通会計決算年度普通会計決算年度普通会計決算））））

※職員手当には、退職手当を含みません。

 (3) 特記事項 (3) 特記事項 (3) 特記事項 (3) 特記事項

人件費削減措置人件費削減措置人件費削減措置人件費削減措置

地域手当の削減 平成22年4月から 2％削減(9%　→　7%）

給与抑制措置 平成22年12月から当分の間

平成25年4月から平成27年3月まで 

 (4) ラスパイレス (4) ラスパイレス (4) ラスパイレス (4) ラスパイレス指数指数指数指数のののの状況状況状況状況（（（（各年各年各年各年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

※ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数で、
職種ごとに主な給料決定要素である学歴、経験年数の類似した者同士を比較し算出しています。

※ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
※ 「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値です。

平成22年12月 0.20月削減

市長・副市長は10％、教育長は5％を削減

特別職

人　

給 与 費

管理職手当の削減

鎌ケ谷市の給与・定員管理等について

24年度の人件費率

　　　　　　　千円 　　　　    　千円

　　　人

　　　　　　Ａ

（参考）住民基本台帳人口

　　　　　（25年度末）

人 件 費

　　　　　　Ｂ

人 件 費 率

　　　　　Ｂ／Ａ　　　

実質収支

給　 料

区分 歳 出 額

区分

109,718
25年度

33,640,709

職員手当

※人件費は、給料、各種手当、共済費などの合計です。特別職など（市長、副市長、教育長、市議会議員、委員会の委員など）に
支払われる給料、報酬なども含みます。
※実質収支は、歳入額から歳出額を差し引いた額です。ただし、繰越金など翌年度の収支が決まっているものがある場合は、その
額も差し引きます。
※住民基本台帳人口は、26年3月31日現在です。
※人件費率は、県内37市中低い方から10番目です。

1,660,669

　　　　　　Ａ

給料月額の削減

　　　　　　　　　　　％

20.217.6

　　　　　     千円 　　　　　　％

5,899,066

職員数

実施期間

　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

2,461,065646
25年度

一人当たり給与費

期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

期末・勤勉手当の削減

平成19年10月から平成22年3月まで

平成21年6月、12月期末手当の削減

　　　　　　　　　　千円

内　　　容

平成21年6月、12月

平成22年4月から平成24年3月まで 

削減措置

687,938

次長課長職　　10％削減

部長相当職　　15％削減

6,3044,072,629923,626

次長課長職　　20％削減
平成19年10月から平成22年3月まで

部長相当職　　25％削減

55歳を超える課長級以上の職員　1.5%削減

平成23年6月、12月 0.20月削減（6月0.05月、12月0.15月）

0.35月削減（6月0.20月、12月0.15月）

平成22年12月 0.20月削減

0.35月削減（6月0.20月、12月0.15月）

平成23年6月、12月 0.20月削減（6月0.05月、12月0.15月）

平成24年4月から平成26年3月まで 
部長相当職　　10％削減

次長課長職　　5％削減
一般職

3級以上の職員　給料月額1%削減

(H20)

100.8
(H20)

99.9
(H20)

98.3

(H25)

110.8
(H25)

106.8
(H25)

106.6(H25)
※参考値

102.3
(H25)

※参考値

98.7

(H25)
※参考値

98.5

80

90

100

110

120

鎌ケ谷市 類似団体平均 全国市平均
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２２２２　　　　一般行政職給料表一般行政職給料表一般行政職給料表一般行政職給料表のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

３３３３　　　　職員職員職員職員のののの平均給与月額平均給与月額平均給与月額平均給与月額、、、、初任給等初任給等初任給等初任給等のののの状況状況状況状況
 (1) 職員(1) 職員(1) 職員(1) 職員のののの平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢、、、、平均給料月額及平均給料月額及平均給料月額及平均給料月額及びびびび平均給与月額平均給与月額平均給与月額平均給与月額のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

参考

Ａ/Ｂ

歳 人 －

歳 人 歳 ####

歳 人 歳 ####

歳 人 歳 －

歳 人 歳 ####

歳 人 －

円 円

円 円

円 円

円 円

※

※

※

※

(2) 職員(2) 職員(2) 職員(2) 職員のののの初任給初任給初任給初任給のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

円

円

円 円

円 円

(3) 職員(3) 職員(3) 職員(3) 職員のののの経験年数別経験年数別経験年数別経験年数別・・・・学歴別平均給料月額学歴別平均給料月額学歴別平均給料月額学歴別平均給料月額のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

円 円 円

円 円 円

円 円 円

※

390,800 416,200 435,600 468,200

技能労務職

経 験 年 数 ２ ０ 年経 験 年 数 １ ０ 年

－ 342,837－

334,323－

経 験 年 数 １ ５ 年

377,240

高　校　卒 －

329,670236,202

経験年数は、学校卒業後すぐに採用され引き続き勤務している場合、その採用後の年数をいい、採用前に民
間企業勤務期間などのある場合は、その年数のうち一定期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいま
す。

一般行政職

－

自家用乗用自
動車運転者

－ －

鎌ケ谷市

うち作業

うち用務

うち運転

－

－

－

用務員

－

調理士

－6,530,228

6,731,400

初任給

年収ベース（試算値）の比較

－

「平均給料月額」とは、26年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を
合計したもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。　また、国ベースとは、国家公務員の平
均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベー
スで再計算したものです。

民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータ（平成22年～24年の3ヶ年平均）を使用していま
す。調理士、自家用乗用自動車運転者は千葉県の平均値、他の職種は全国の平均値です。

－うち調理

2

－

うち用務

－

うち調理 －

55.7

48.3

－

395,900円4 365,100円

区分

年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前
年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

C/D

うち運転

#VALUE!

技能労務職の職種と民間の職種については、鎌ケ谷市は正規職員のみを対象としているのに対し、民間データは短期雇
用のアルバイトなどの非正規職員や派遣職員等を含んでおり、経験年数・平均年齢・業務内容・雇用形態等が、一致しな
いため、単純に比較することはできません。

419,550円

－ －

－

鎌ケ谷市

平均給与月額平均給料月額

最高号給の
給料月額

243,700

国

261,900 289,200

５級２級

１号給の
給料月額

137,200

区 分

６級 ７級 ８級１級

356,300

４級

294,500

174,200 224,600 413,000

－

－

－

379,349323,800

（国ベース）

430,481

－

－

鎌ケ谷市 54.0 418,580円368,800円15

区分
平均給料月額

平均給与月
額（Ａ）

9 370,800円54.6 408,877円うち作業

平均年齢

42.4

平 均 年 齢

類似団体 －

国

３級

平均給与月額

－

366,200

－

－

490,600

320,600

－

405,744円

対応する民間
の類似職種

平均給与月
額（国ベース）

民　　間

平均給与月
額（Ｂ）

平均年齢

－

公務員

職員数

140,100

－

－

－

廃棄物処理業
従業員

－

#VALUE!－

403,640円

－

－

－

民間（D）

－ －

大　学　卒
Ⅰ種　181,200

174,200

公務員（C）

6,301,700

507,650円

国

367,200円

鎌ケ谷市

Ⅱ種　172,200

高　校　卒

初任給
区　　　分

高　校　卒

－高　校　卒

141,800

技能労務職

区　　　      分

－

390,900円

#VALUE!

円
一般行政職

大　学　卒

－

参　　考

－

－

2



４４４４　　　　一般行政職一般行政職一般行政職一般行政職のののの級別職員数等級別職員数等級別職員数等級別職員数等のののの状況状況状況状況
　 (1) 一般行政職(1) 一般行政職(1) 一般行政職(1) 一般行政職のののの級別職員数級別職員数級別職員数級別職員数のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

※鎌ケ谷市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

(2) 昇給(2) 昇給(2) 昇給(2) 昇給へのへのへのへの勤務成績勤務成績勤務成績勤務成績のののの反映状況反映状況反映状況反映状況

　

　　　　　　　　％

22.7

　　　　　　　　人

17

12.0

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

40

　　6　級
11.4

5.719

　　　　　　　　％

23.9

　　　　　　　　％

5.1

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

80

52
　　次長、課長

3.612

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

15.6

　　　　　　　　人

平成18年4月1日に給与構造改革を実施しました。人により異なっていた昇給時期を年1回に統一しました。
昇給の区分を上位、標準、下位の3段階に分け、勤務成績を昇給に反映させることにしました。
昇給日前1年間、良好な勤務成績だった場合の4号給アップを基準としています。

　　部長、参事　　8　級

　　7　級

　　主事、技師

　　主任主事

　　課長補佐、副主幹

　　主査補

　　3　級

　　4　級

　　5　級 　　係長、主査
　　　　　　　　人

　　2　級

区　　分 標準的な職務内容 職員数

　　　　　　　　人

　　主事補、技師補

76

　　　　　　　　人

構成比

　　　　　　　　％

38

　　1　級

１級

5.1%

１級

7.4%
１級

4.8%

２級

22.7%

２級

18.6%
２級

9.1%

３級

12.0%
３級

10.0%

３級

7.7%

４級

5.7% ４級

6.5%

４級

11.4%

５級

23.9%
５級

26.5% ５級

34.4%

６級

11.4%

６級

12.1%

６級

15.0%

７級

15.6%

７級

14.5%

７級

14.8%

８級

3.6%

８級

4.4%

８級

2.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２６年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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５５５５　　　　職員職員職員職員のののの手当手当手当手当のののの状況状況状況状況

 (1) 期末手当(1) 期末手当(1) 期末手当(1) 期末手当・・・・勤勉手当勤勉手当勤勉手当勤勉手当

千円　

（25年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

2.60 月分 月分

（1.45） 月分 （0.65） 月分

※(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

(2) 退職手当(2) 退職手当(2) 退職手当(2) 退職手当

（支給率）

勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

定年

勧奨

自己都合

※退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

(3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当

千円

千円

％ 人 ％

(4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当

千円

　円

　％

　

１件　1,000円

月額　4,000円

（２）　行旅病人の取扱業務

日額　1,000円

国

定年前の早期退職措置3％～45％加算

同左

日額　1,000円

月額　4,500円

月額　5,000円

月額　1,500円

日額　1,000円

（１）　行旅死亡人の取扱業務

毒物、劇物又は爆発物を取り扱う作業

査察指導及び現業の業務

非常災害時における災害対策本部等
の指示による災害対策業務

税の賦課及び徴収業務

建築主事の業務

１件　2,500円

支給実績

社会福祉手当

消防職員

社会福祉課職員等

指導員手当

危険物取扱手当

放射線取扱作業手当

退職時特別昇給

276,140

なし

１人当たり
平均支給額

26,757千円

7,933千円

なし

43.70

定年前の早期退職措置2％～20％加算

支給実績

その他の加算措置

退職時特別昇給

52.44

９種類　　　　

建築主事手当 建築住宅課職員

日額　　200円

税務手当

災害応急作業手当

課税課・収税課等職員

感染症作業手当

健康増進課職員

感染症患者の収容及び消毒作業

心身障がい児の機能訓練指導業務障がい福祉課職員

診療放射線技師の業務

支給単価

7,708

47.5

支給対象地域 支給対象職員数

6.0

支給職員１人当たり平均支給年額

（25年度決算）

2,528

－

（26年4月１日現在）

（25年度決算）

国

（加算措置の状況） 職制上の段階、職務の等級に
る加算措置
役職加算5％～20％

鎌ケ谷市

同左

30.82

1.35

1,578

36.57

21.62

１人当たり平均支給額

27.025

鎌ケ谷市

自己都合 勧奨・定年

（加算措置の状況） 職制上の段階、職務の等級によ
る加算措置
役職加算5％～15％

その他の加算措置

国の制度（支給率）

手当の種類（手当数）

主な支給対象となる業務主な支給対象職員手当の名称

7.0

職員全体に占める手当支給職員の割合

支給率

市内全域

52.44

（25年度決算）

203,791

738

18,136千円

52.44

支給職員１人当たり平均支給年額

行旅病人等取扱手当

4



(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(6) その(6) その(6) その(6) その他他他他のののの手当手当手当手当

円

円

円

円

６６６６　　　　特別職特別職特別職特別職のののの報酬等報酬等報酬等報酬等のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

円

円

円

円

円

円

○配偶者　13,000円
○配偶者以外　1人6,500円
※満16歳の年度初めから満22
歳の年度末までの子1人につき
5,000円を加算

同

異

異

○借家の場合、家賃12,000円
を超える場合に限り27,000円を
限度に支給
○持家の場合、9,000円を支給

54,654 千円

69,636 千円

3.95

国の制度
との異同

　任期毎に支給

　（支給時期）

　

430,000

86,752

市と異なる国の
制度の内容

290,303

248,439

495

退
職
手
当

副 市 長 　給料月額×在職月数×25/100

　　（算定方式）

区 分 給 料 月 額 等

教 育 長

通勤手当

○6級から8級の管理職に支給
（職務の級および職に応じて
33,200円から76,140円を支給）

72,680 千円

管理または監督
の地位にある職
員のうち、規則
で指定する職員
に支給

○電車・バスを利用する場合、
定期券代（6ヶ月定期代）を全
額支給
○乗用車などを使用する場合、
距離に応じて2,000円から
33,390円を支給

異管理職手当

乗用車などを使
用する場合、距
離に応じて
2,000円から
24,500円を支給

市 長

期
末
手
当

議 長

教 育 長

副 議 長

議 員

市 長

副 市 長

住居手当

　給料月額×在職月数×35/100

900,000

支給職員１人当たり平均支給年額（24年度決算）

158,339

手　当　名

扶養手当

給
料

副 市 長

教 育 長

副 議 長
報
酬

議 長

市 長

議 員

705,000

780,000

支給実績（24年度決算）

227,569

741,633

505,000

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

内容及び支給単価

支給実績（25年度決算）

持家の場合の支
給は21年12月
に廃止

（25年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

422

支給実績

64,444 千円

　給料月額×在職月数×20/100

　任期毎に支給

455,000

月分

　任期毎に支給

5



７７７７　　　　職員数職員数職員数職員数のののの状況状況状況状況

　(1) 部門別職員数(1) 部門別職員数(1) 部門別職員数(1) 部門別職員数のののの状況状況状況状況とととと主主主主なななな増減理由増減理由増減理由増減理由

（各年４月１日現在）

※

(2) 年齢別職員構成(2) 年齢別職員構成(2) 年齢別職員構成(2) 年齢別職員構成のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在）））） ※教育長を含みます

　

(3) 職員数(3) 職員数(3) 職員数(3) 職員数のののの推移推移推移推移

※各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

(2.3％）

140人 2人 (1.4％）

429人

総合計 704人 696人 691人 687人 684人 691人 ▲ 13人 (▲ 1.8％）

▲ 14人 (▲ 2.1％）

44人 1人

647人

公営企業等会計計 43人 43人 42人 43人 43人

普通会計計 661人 653人 649人 644人 641人

消防 138人 138人 139人 139人 139人

7人 (1.6％）

76人 75人 73人 62人 ▲ 23人 (▲ 27.1％）

一般行政 438人 437人 434人 430人 445人

部門別

年度
２１年 ２２年

過去５年間の
増減数（率）

２３年 ２４年 ２５年

36

対前年
増減数

75

51歳

67

47歳

70

人 人

71

43歳

人

２６年

衛生

議会

総務

税務

75

人 人

農林

労働

民生

職 員 数

一
般
行
政
部
門

人

区　分

未満

土木

商工

職員数
0 23

23歳

～

39歳

58

合　　計

消防

教育

27歳 31歳

8374

24歳

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

85人 78人

35歳

～

人

特
別
行
政

部
門

～

32歳

～～

52歳28歳 56歳

人 人

1382

人

59歳55歳 以上

人人

～ ～

36歳

～～

教育

小　計

小　計

病院

水道

小　計

13

20歳 20歳

職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分をもつ休職者、派遣職員などを含み、臨時又は非常勤
職員は除いています。

16

44

48歳

公
営
企
業
な
ど

会
計
部
門

交通

下水道

その他

計

介護支援業務の充実

公園管理業務の充実

1

60歳44歳

消防業務の充実

0

主 な 増 減 理 由
平成25年

103

41

0

6

41

8

104

36

-1 事務職の減

8

167

6

0

139

61

429

0

0

0

178

212

445

平成26年

0

生活保護業務、保育園･発達ｾﾝﾀｰ業務の充実

0

11

4

0

8

0

65

30

0

73

0

1

商工振興業務の充実2

事務職、技能労務職の減

0

7

691

40歳

人

691

～

43

684

202

1

13 0

0

31

0

0

-10

-11

140

62

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成比

%

20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

歳 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 歳

未 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 以

満 上
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職員職員職員職員のののの服務等服務等服務等服務等にににに関関関関するするするする状況状況状況状況

1　1　1　1　職員職員職員職員のののの勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間そのそのそのその他他他他のののの勤務条件状況勤務条件状況勤務条件状況勤務条件状況

（（（（１１１１））））勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間

（（（（２２２２））））有給休暇有給休暇有給休暇有給休暇

特別休暇特別休暇特別休暇特別休暇のののの日数等日数等日数等日数等

（（（（３３３３））））無給休暇無給休暇無給休暇無給休暇・・・・休業休業休業休業

年次休暇年次休暇年次休暇年次休暇（（（（平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数、、、、消化率消化率消化率消化率））））

育児休業及育児休業及育児休業及育児休業及びびびび部分休業部分休業部分休業部分休業

1人0人

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑のため母体の健康維
持に重大な支障を被る恐れのある場合

(25年度)

地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤するこ
とが著しく困難な場合

１日１時間以内で必要と認められる期間

職員が生後１年に達しない子の育児のため １日2回とし１日１時間以内

市長が承認した期間

1の年度7日以内（2人以上の場合10日以内）義務教育終了前の子を養育する職員がその子の看護等をするため

要介護者の介護の世話をするため

1週間の勤務時間 1日の勤務時間 勤務の開始時間

38時間45分 7時間45分 8時30分 17時15分

勤務の終了時間

内容

（26年4月1日現在）

休憩時間

12時00分から
13時00分まで

選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

目的

規則で定める特別の理由により、勤務しないことが相当であると認
められる場合における休暇

特別休暇

20日を限度に翌年度に繰り越すことができます

休暇の種類

日数等

主な特別休暇と承認される日数等
は次の表のとおりです

必要と認められる必要最小限の期
間（結核性疾患を除く）

日数等

年次有給休暇

療養休暇
負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことが
やむを得ないと認められる場合における休暇

１年度につき20日付与

女性職員が保健所、市町村等の主催する母親学級に参加する場合

必要と認められる期間

在職中１回１か所で所定の単位のコースを受講
するのに必要な期間

連続する7日の範囲内（実質5日以内）

裁判員・証人・鑑定人・参考人等として、国会、裁判所等に出頭する場合

妊娠6月まで4週間に１回、7月から9月まで2週
間に１回、10月から出産まで１週間に１回、出産
後１年以内に１回

妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が母子保健法に基づく保健指導又
は健康診査を受ける場合

骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のためのドナー登録又は提供に伴う検査入
院

必要と認められる期間

職員の結婚

職員が自発的に無報酬で社会に貢献する活動を行う場合 １の年度5日以内

女性職員の生理のため就業が著しく困難な場合 必要と認められる期間

産前産後休暇 出産予定日以前8週間から出産日後8週間

特別な事情により市長が認める場合

組合休暇
職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業
務又は活動に従事する場合

介護休暇
配偶者又は一親等及び二親等の親族等が負傷・疾病・老
齢等により日常生活を営むのに支障があるものの介護を
するため

年30日以内

日数等

１の年度に180日以内

子が３歳に達するまで

1人

うち両休業取得者数

1人

取得者数

0人男性職員

0人

14人

13人女性職員

計

勤務時間の始め又は終わりに１日を通じて2時
間以内

区分

９日と６時間

0人

育児休業 部分休業

取得者数

部分休業

26.4％

平均取得日数 消化率

(25年度)

３歳未満の子を養育する場合に認められる休業

制度の概要

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため１日
の勤務時間の一部について勤務しない休業

育児休業

種類

地震、水害、火災その他の災害により、現住居が滅失・損壊した場合で、職
員が当該住居の復旧作業や一時的に避難しているとき、又は生活に必要な
水、食料等の確保を行う場合

年7日以内

忌引き 親族に応じて１日から10日

出産のため入院する日から出産後２週間以内
の日までの間に３日以内

職員の妻の出産に伴い、入院の付き添い等のため

1の年度5日以内（2人以上の場合10日以内）

１の年度２日以内短期人間ドックを受けるため

１日（死亡後１５年以内に行なわれるもの）

夏季休暇

父母等の祭日

必要と認められる期間

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して退勤途上
における身体の危険回避するために必要な場合

７月から９月までの間で７日以内

必要と認められる期間
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２２２２　　　　職員職員職員職員のののの分限処分及分限処分及分限処分及分限処分及びびびび懲戒処分懲戒処分懲戒処分懲戒処分のののの状況状況状況状況

（（（（１１１１）　）　）　）　分限処分分限処分分限処分分限処分のののの状況状況状況状況
　分限処分は、職員が職責を十分果たすことができない場合に公務能率を維持し、適正な運営を確保するため、

職員の意に反して行う処分です。

（（（（２２２２）　）　）　）　懲戒処分懲戒処分懲戒処分懲戒処分のののの状況状況状況状況
　懲戒処分は、職員の非違行為に対して制裁を与える制度で、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を

追及することで、規律を保持し、秩序を維持するものです。

３３３３　　　　職員職員職員職員のののの研修及研修及研修及研修及びびびび勤務成績勤務成績勤務成績勤務成績のののの評定評定評定評定のののの状況状況状況状況

（（（（１１１１）　）　）　）　職員研修職員研修職員研修職員研修

（（（（２２２２）　）　）　）　勤務成績評定勤務成績評定勤務成績評定勤務成績評定
　職員の執務については、能力や実績などに関して定期的に勤務実績の評定を行い、その評定の結果に

基づき、昇給や昇任などを行いました。

４４４４　　　　職員職員職員職員のののの福祉及福祉及福祉及福祉及びびびび利益保護利益保護利益保護利益保護のののの状況状況状況状況

　地方公務員法は、職員の福利厚生を図る制度として、共済制度（地方公務員法第４３条）、厚生制度（地方
公務員法第４２条）を定め、これらとは別に公務災害補償制度（地方公務員法第４５条）を定めています。

（（（（１１１１）　）　）　）　福利厚生制度福利厚生制度福利厚生制度福利厚生制度のののの状況状況状況状況
① 　共済組合

　職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、千葉県市町村職員共済組合が行っています。

その費用は職員の掛金と市の負担金で賄われており、その内容は、短期給付事業（健康保険関係）、長期

給付事業（厚生年金保険関係）、福祉事業（健康診査事業）などです。

② 　職員互助会

　本市には独自の互助会はありませんが、千葉県市町村職員互助会では、地方公共団体が職員のために

実施する厚生制度に併せて、会員及びその被扶養者の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とし、

福祉増進の事業を行っています。その費用は職員の掛金と市の負担金で賄われており、平成２５年度の

公費負担額は１，０１５千円でした。

（（（（２２２２）　）　）　）　安全衛生管理安全衛生管理安全衛生管理安全衛生管理のののの状況状況状況状況
　職員の健康の保持増進のため、労働安全衛生法に基づく定期健康診断などを行っています。

（（（（３３３３）　）　）　）　公務災害補償公務災害補償公務災害補償公務災害補償のののの状況状況状況状況
　職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害または死亡）または通勤による災害を受けた場合に、その災害に

よって生じた損害を補償し、必要な福祉事業を行うことにより、被災職員及びその家族の生活の安定と福祉

の向上に寄与することを目的としています。

　補償の種類には、療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償など

があります。

５５５５　　　　公平委員会公平委員会公平委員会公平委員会からのからのからのからの報告事項報告事項報告事項報告事項
　市では、ほかの公共団体と共同で、千葉県市町村総合事務組合の中に公平委員会を設置しています。

　千葉県市町村公平委員会委員長から、「勤務条件に関する措置の要求にかかる事項および不利益処分に関

する不服申し立てにかかる事項について、該当する案件はなかった」との報告がありました。

階層別研修

340人

実務研修

591人

派遣研修

132人

自主研修

2人

公務災害

通勤災害

傷病 死亡

3件 0件

1件 0件

区分

（25年度）

人間ドック

274

326

1,055,394円

（25年度）

公費負担額

（25年度）

0人0人

免　　職

0人

1,580,000円

定期健康診断

胃部レントゲン 32 320,640円

（25年度）

（25年度）

0人

健康診断等の名称 受診者数

9人

休　　職 免　　職

停　　職

0人

0人

戒　　告 減　　給

0人

降　　任降　　給
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